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８．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧及び地方公共団体の取組状況
８－１．政府・地方公共団体の犯罪被害者等施策担当窓口一覧
政府の犯罪被害者等施策担当窓口一覧

内 閣 府 犯罪被害者等施策推進室

警 察 庁 長官官房給与厚生課犯罪被害者支援室

金 融 庁 総務企画局政策課

総 務 省 大臣官房企画課

法 務 省 大臣官房秘書課政策評価企画室

外 務 省 領事局海外邦人安全課

文部科学省 大臣官房総務課

厚生労働省 政策統括官（社会保障担当）付社会保障政策担当参事官室

国土交通省 総合政策局政策課

海上保安庁 総務部政策課

都道府県・政令指定都市 犯罪被害者等施策担当窓口部局等一覧

地方公共団体名 施 策 担 当 窓 口 部 局 名 総合的対応窓口

北 海 道 環境生活部くらし安全局くらし安全推進課 ○

青 森 県 環境生活部県民生活文化課 ○

岩 手 県 環境生活部県民くらしの安全課 ○

宮 城 県 環境生活部共同参画社会推進課 ○

秋 田 県 生活環境部県民文化政策課安全安心まちづくり・交通安全班 ○

山 形 県 生活環境部危機管理・くらし安心局くらし安心課 ○

福 島 県 生活環境部人権男女共生課 ○

茨 城 県 生活環境部生活文化課安全なまちづくり推進室 ○

栃 木 県 県民生活部くらし安全安心課 ○

群 馬 県 県民生活部人権男女共同参画課 ○

埼 玉 県 県民生活部防犯・交通安全課 ○

千 葉 県 環境生活部生活・交通安全課 ○

東 京 都 総務局人権部人権施策推進課 ○

神奈川県 安全防災局安全安心部くらし安全交通課横浜駐在事務所 ○

新 潟 県 県民生活・環境部 ○

富 山 県 知事政策局防災・危機管理課 ○

石 川 県 県民文化局県民生活課交通防犯グループ ○

福 井 県 安全環境部県民安全課 ○

山 梨 県 企画県民部県民生活・男女参画課県民生活・安全担当 ○

長 野 県 企画部人権・男女共同参画課 ○

岐 阜 県 環境生活部環境生活政策課地域安全室地域・交通安全担当 ○

静 岡 県 くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課 ○

愛 知 県 県民生活部地域安全課 ○

三 重 県 生活・文化部交通安全・消費生活室くらし安全グループ ○

滋 賀 県 総合政策部県民活動生活課 ○

京 都 府 府民生活部安心・安全まちづくり推進課 ○
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注１ 内閣府から各都道府県・政令指定都市に対し、窓口部局等の確認を行い、とりまとめたものである。
注２ 施策担当窓口部局は、犯罪被害者等からの相談を受けたり、犯罪被害者等への情報提供を行う窓口には必ずしもなっていない。
注３ 総合的対応窓口とは、犯罪被害者等から相談や問い合わせがあった場合に、適切な情報提供など総合的な対応を行う窓口をいう。

大 阪 府 政策企画部青少年・地域安全室治安対策課 ○

兵 庫 県 企画県民部県民文化局地域安全課企画啓発係 ○

奈 良 県 くらし創造部人権施策課 ○

和歌山県 環境生活部県民局県民生活課 ○

鳥 取 県 生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 ○

島 根 県 環境生活総務課消費とくらしの安全室 ○

岡 山 県 県民生活部くらし安全安心課安全安心まちづくり班 ○

広 島 県 環境県民局県民活動課 ○

山 口 県 環境生活部地域安心・安全推進室 ○

徳 島 県 危機管理部県民くらし安全局県民くらし安全課 ○

香 川 県 総務部県民活動・男女共同参画課県民室 ○

愛 媛 県 県民環境部管理局人権対策課 ○

高 知 県 文化生活部県民生活・男女共同参画課 ○

福 岡 県 新社会推進部生活安全課 ○

佐 賀 県 くらし環境本部くらしの安全安心課 ○

長 崎 県 県民生活部県民安全課 ○

熊 本 県 環境生活部県民生活局くらしの安全推進課 ○

大 分 県 生活環境部県民生活・男女共同参画課 ○

宮 崎 県 県民政策部人権同和対策課 ○

鹿児島県 総務部県民生活局生活・文化課くらし安全係 ○

沖 縄 県 環境生活部県民生活課 ○

札 幌 市 市民まちづくり局男女共同参画室男女共同参画課 ○

仙 台 市 市民局市民協働推進部市民生活課地域安全係 ○

さいたま市 市民・スポーツ文化局市民生活部交通防犯課 ○

千 葉 市 市民局市民部地域振興課 ○

横 浜 市 市民局人権課 ○

川 崎 市 市民・こども局市民生活部地域安全推進課 ○

相模原市 企画市民局市民部生活安全課 ○

新 潟 市 市民生活部コミュニティ支援課安心・安全推進室 ○

静 岡 市 生活文化局市民生活部市民生活課防犯・交通安全担当 ○

浜 松 市 生活文化部市民生活課くらしのセンター ○

名古屋市 市民経済局地域振興部地域安全推進課地域安全推進係 ○

京 都 市 文化市民局市民生活部くらし安全推進課 ○

大 阪 市 市民局人権室企画調整課 ○

堺 市 市民人権局市民生活部市民協働課 ○

神 戸 市 危機管理室／保健福祉局人権推進課 ○

岡 山 市 安全・安心ネットワーク推進室 ○

広 島 市 市民局市民安全推進課 ○

北九州市 市民文化スポーツ局安全・安心部安全・安心課 ○

福 岡 市 市民局生活安全・危機対策部生活安全課 ○
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８－２．犯罪被害者等施策担当窓口・犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置状況（市町村）

市区町村数
①施策担当窓口部局の確定状況 ②相談・問い合わせに対応する窓口の設置状況
確定市区町村数 （％） 設置済み市区町村数 （％）

北 海 道 １７９ １７０ ９５．０ ９９ ５５．３
青 森 ４０ ４０ １００．０ ６ １５．０
岩 手 ３４ ３４ １００．０ １７ ５０．０
宮 城 ３５ ２５ ７１．４ ９ ２５．７
秋 田 ２５ ２５ １００．０ ２５ １００．０
山 形 ３５ ２７ ７７．１ １７ ４８．６
福 島 ５９ ５３ ８９．８ ４５ ７６．３
茨 城 ４４ ３８ ８６．４ １１ ２５．０
栃 木 ２７ ２７ １００．０ ２７ １００．０
群 馬 ３５ ３３ ９４．３ ３３ ９４．３
埼 玉 ６４ ４４ ６８．８ ２２ ３４．４
千 葉 ５４ ３５ ６４．８ １０ １８．５
東 京 ６２ ４５ ７２．６ ４４ ７１．０
神 奈 川 ３３ ２６ ７８．８ １９ ５７．６
新 潟 ３０ ２９ ９６．７ ２４ ８０．０
富 山 １５ １５ １００．０ １５ １００．０
石 川 １９ １９ １００．０ １９ １００．０
福 井 １７ １７ １００．０ １５ ８８．２
山 梨 ２７ ２７ １００．０ ３ １１．１
長 野 ７７ ７７ １００．０ ５４ ７０．１
岐 阜 ４２ ４２ １００．０ １５ ３５．７
静 岡 ３５ ３１ ８８．６ １８ ５１．４
愛 知 ５４ ５４ １００．０ ３９ ７２．２
三 重 ２９ ２９ １００．０ ５ １７．２
滋 賀 １９ １９ １００．０ １０ ５２．６
京 都 ２６ ２６ １００．０ ２３ ８８．５
大 阪 ４３ ４２ ９７．７ ２３ ５３．５
兵 庫 ４１ ４１ １００．０ ４１ １００．０
奈 良 ３９ ３９ １００．０ １６ ４１．０
和 歌 山 ３０ ３０ １００．０ ３０ １００．０
鳥 取 １９ １９ １００．０ ４ ２１．１
島 根 ２１ ２１ １００．０ ２１ １００．０
岡 山 ２７ ２７ １００．０ ２２ ８１．５
広 島 ２３ １７ ７３．９ ７ ３０．４
山 口 １９ ９ ４７．４ ２ １０．５
徳 島 ２４ １５ ６２．５ １ ４．２
香 川 １７ １７ １００．０ １ ５．９
愛 媛 ２０ １８ ９０．０ ７ ３５．０
高 知 ３４ ３２ ９４．１ １２ ３５．３
福 岡 ６０ ６０ １００．０ １６ ２６．７
佐 賀 ２０ １９ ９５．０ ５ ２５．０
長 崎 ２１ ２１ １００．０ １６ ７６．２
熊 本 ４５ ４５ １００．０ ４５ １００．０
大 分 １８ １５ ８３．３ ８ ４４．４
宮 崎 ２６ ２６ １００．０ １５ ５７．７
鹿 児 島 ４３ ４３ １００．０ ４３ １００．０
沖 縄 ４１ ４１ １００．０ ３５ ８５．４

（平成２３年４月１日現在）

注１ 市区町村数には、政令指定都市も含む。
注２ 岩手、宮城、福島については、平成２２年４月１日当時の数字となっている。
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８－３．都道府県・政令指定都市の犯罪被害者支援に特化した条例の制定状況

８－４．都道府県・政令指定都市の犯罪被害者支援の項目が盛り込まれた条例の制定状況

条 例 名 備 考

宮 城 県 宮城県犯罪被害者支援条例 １６．４．１施行

山 形 県 山形県犯罪被害者支援条例 ２２．３．１９施行

神奈川県 神奈川県犯罪被害者等支援条例 ２１．４．１施行

岡 山 県 岡山県犯罪被害者等支援条例 ２３．４．１施行

岡 山 市 岡山市犯罪被害者等基本条例 ２３．４．１施行

条 例 名 備 考

岩 手 県 岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 １５条

福 島 県 福島県安全で安心な県づくりの推進に関する条例 ２１条

茨 城 県 茨城県安全なまちづくり条例 １５条

栃 木 県 栃木県安全で安心なまちづくり推進条例 ２１，２２条

埼 玉 県 埼玉県防犯のまちづくり推進条例 １７条

千 葉 県 千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例 ２７条

新 潟 県 新潟県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 ２６条

山 梨 県 山梨県安全・安心なまちづくり条例 １９条

岐 阜 県 岐阜県犯罪のない安全・安心まちづくり条例 ２３条

愛 知 県 愛知県安全なまちづくり条例 ３３～３５条

京 都 府 京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例 １５～１７条

兵 庫 県 地域安全まちづくり条例 １５条

和歌山県 和歌山県安全・安心まちづくり条例 ２８条

鳥 取 県 鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例 ２３条

島 根 県 島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 ２５条

香 川 県 香川県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進条例 １３条

沖 縄 県 ちゅらうちなー安全なまちづくり条例 ２５～２８条

札 幌 市 札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例 １２条

新 潟 市 新潟市犯罪のない安心・安全なまちづくり条例 ２７条

静 岡 市 静岡市犯罪等に強いまちづくり条例 １１条～１３条

（平成２３年４月１日現在）

（平成２３年４月１日現在）
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８－５．市町村における犯罪被害者等支援に特化した条例の制定状況
都道府県 市町村 条 例

１ 北 海 道 松 前 町 松前町犯罪被害者等支援条例
２ 北 海 道 広 尾 町 広尾町犯罪被害者等支援条例
３ 北 海 道 本 別 町 本別町犯罪被害者等支援条例
４ 北 海 道 蘭 越 町 蘭越町犯罪被害者等支援条例
５ 北 海 道 真 狩 村 真狩村犯罪被害者等支援条例
６ 北 海 道 倶 知 安 町 倶知安町犯罪被害者等の支援に関する条例
７ 北 海 道 北 斗 市 北斗市犯罪被害者等支援条例
８ 北 海 道 厚 真 町 厚真町犯罪被害者等の支援に関する条例
９ 秋 田 県 能 代 市 能代市犯罪被害者等支援条例
１０ 秋 田 県 横 手 市 横手市犯罪被害者等基本条例
１１ 秋 田 県 大 館 市 大館市犯罪被害者等基本条例
１２ 秋 田 県 男 鹿 市 男鹿市犯罪被害者等基本条例
１３ 秋 田 県 由利本荘市 由利本荘市犯罪被害者等基本条例
１４ 秋 田 県 潟 上 市 潟上市犯罪被害者基本条例
１５ 秋 田 県 大 仙 市 大仙市犯罪被害者等基本条例
１６ 秋 田 県 北 秋 田 市 北秋田市犯罪被害者等基本条例
１７ 秋 田 県 に か ほ 市 にかほ市犯罪被害者等基本条例
１８ 秋 田 県 小 坂 町 小坂町犯罪被害者等基本条例
１９ 秋 田 県 上小阿仁村 上小阿仁村犯罪被害者等支援条例
２０ 秋 田 県 藤 里 町 藤里町犯罪被害者等基本条例
２１ 秋 田 県 三 種 町 三種町犯罪被害者等基本条例
２２ 秋 田 県 八 峰 町 八峰町犯罪被害者等基本条例
２３ 秋 田 県 八 郎 潟 町 八郎潟町犯罪被害者等基本条例
２４ 秋 田 県 井 川 町 井川町犯罪被害者等基本条例
２５ 秋 田 県 大 潟 村 大潟村犯罪被害者等基本条例
２６ 秋 田 県 羽 後 町 羽後町犯罪被害者等基本条例
２７ 秋 田 県 東 成 瀬 村 東成瀬村犯罪被害者等支援基本条例
２８ 秋 田 県 秋 田 市 秋田市犯罪被害者等支援条例
２９ 秋 田 県 湯 沢 市 湯沢市犯罪被害者等基本条例
３０ 秋 田 県 鹿 角 市 鹿角市犯罪被害者等基本条例
３１ 秋 田 県 仙 北 市 仙北市犯罪被害者等基本条例
３２ 秋 田 県 五 城 目 町 五城目町犯罪被害者等基本条例
３３ 秋 田 県 美 郷 町 美郷町犯罪被害者等基本条例
３４ 茨 城 県 常陸大宮市 常陸大宮市犯罪被害者等支援条例
３５ 埼 玉 県 三 芳 町 三芳町犯罪被害者等支援条例
３６ 埼 玉 県 嵐 山 町 嵐山町犯罪被害者等支援条例
３７ 埼 玉 県 蕨 市 蕨市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例
３８ 千 葉 県 成 田 市 成田市犯罪被害者等支援条例
３９ 千 葉 県 神 埼 町 神埼町犯罪被害者等支援条例
４０ 千 葉 県 多 古 町 多古町犯罪被害者等支援条例
４１ 東 京 都 杉 並 区 杉並区犯罪被害者等支援条例
４２ 東 京 都 多 摩 市 多摩市犯罪被害者等支援条例
４３ 神奈川県 寒 川 町 寒川町犯罪被害者等支援条例
４４ 山 梨 県 韮 崎 市 韮崎市犯罪被害者支援条例
４５ 愛 知 県 犬 山 市 犬山市民交通災害及び犯罪被害見舞金支給条例
４６ 滋 賀 県 大 津 市 大津市犯罪被害者等見舞金支給条例
４７ 滋 賀 県 彦 根 市 彦根市犯罪被害者等支援条例
４８ 滋 賀 県 近江八幡市 近江八幡市犯罪被害者等支援条例

（平成２３年４月１日現在）
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都道府県 市町村 条 例
４９ 滋 賀 県 草 津 市 草津市犯罪被害者等支援条例
５０ 滋 賀 県 守 山 市 守山市犯罪被害者支援条例
５１ 滋 賀 県 栗 東 市 栗東市犯罪被害者等支援条例
５２ 滋 賀 県 甲 賀 市 甲賀市犯罪被害者等支援条例
５３ 滋 賀 県 野 洲 市 野洲市犯罪被害者支援条例
５４ 滋 賀 県 湖 南 市 湖南市犯罪被害者支援条例
５５ 滋 賀 県 東 近 江 市 東近江市犯罪被害者等支援条例
５６ 滋 賀 県 米 原 市 米原市犯罪被害者等支援条例
５７ 滋 賀 県 日 野 町 日野町犯罪被害者等支援条例
５８ 滋 賀 県 竜 王 町 竜王町犯罪被害者等支援条例
５９ 滋 賀 県 愛 荘 町 愛荘町犯罪被害者支援条例
６０ 京 都 府 宇 治 市 宇治市犯罪被害者等支援条例
６１ 京 都 府 宮 津 市 宮津市犯罪被害者等支援条例
６２ 京 都 府 城 陽 市 宇治市犯罪被害者等支援条例
６３ 京 都 府 長 岡 京 市 長岡京市犯罪被害者等支援条例
６４ 京 都 府 伊 根 町 伊根町犯罪被害者等支援条例
６５ 京 都 府 与 謝 野 町 与謝野町犯罪被害者等支援条例
６６ 京 都 府 久 御 山 町 久御山町犯罪被害者等支援条例
６７ 大 阪 府 摂 津 市 摂津市犯罪被害者等支援条例
６８ 兵 庫 県 相 生 市 相生市犯罪被害者等支援条例
６９ 兵 庫 県 赤 穗 市 赤穗市犯罪被害者等支援条例
７０ 兵 庫 県 宝 塚 市 宝塚市犯罪被害者支援条例
７１ 兵 庫 県 丹 波 市 丹波市犯罪被害者等支援条例
７２ 兵 庫 県 た つ の 市 たつの市犯罪被害者等支援条例
７３ 兵 庫 県 明 石 市 明石市犯罪被害者等の支援に関する条例
７４ 兵 庫 県 姫 路 市 姫路市犯罪被害者等支援条例
７５ 兵 庫 県 太 子 町 太子町犯罪被害者等支援条例
７６ 兵 庫 県 佐 用 町 佐用町犯罪被害者等支援条例
７７ 岡 山 県 総 社 市 総社市犯罪被害者等支援条例
７８ 福 岡 県 宗 像 市 宗像市犯罪被害者等の支援に関する条例
７９ 熊 本 県 長 洲 町 長洲町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例
８０ 熊 本 県 南 阿 蘇 村 南阿蘇村犯罪被害者等基本条例
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８－６．地方公共団体における犯罪被害者等を対象とした見舞金・貸付金の制度

地方公共団体名 制度の根拠
見舞金の額
死亡

（都道府県）
１ 山形県 犯罪被害者生活資金貸付規則
２ 神奈川県 神奈川県犯罪被害者支援条例第１１条

（市町村）
１ 北海道広尾町 広尾町犯罪被害者等支援条例 ３０万円
２ 秋田県能代市 能代市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
３ 秋田県横手市 横手市犯罪被害者等見舞金支給条例 ３０万円
４ 秋田県大館市 大館市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 ３０万円
５ 秋田県男鹿市 男鹿市犯罪被害者等見舞金支給条例 ３０万円
６ 秋田県潟上市 潟上市犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 ３０万円
７ 秋田県にかほ市 にかほ市犯罪被害者等見舞金支給条例 ３０万円

８ 秋田県井川町 井川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 ３０万円

９ 秋田県鹿角市 鹿角市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
常陸大宮市犯罪被害者等支援条例 ３０万円

（第１順位遺族）１０ 茨城県常陸大宮市 常陸大宮市犯罪被害者等支援条例施行規則
常陸大宮市犯罪被害者等資金貸付規程

１１ 埼玉県三芳町 三芳町犯罪被害者等支援条例 ３０万円

１２ 埼玉県嵐山町 嵐山町犯罪被害者等支援条例 ３０万円

１３ 埼玉県蕨市 蕨市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例 １０万円

１４ 千葉県成田市 成田市犯罪被害者等支援条例 ３０万円

１５ 千葉県神埼町 神埼町犯罪被害者等支援条例 ３０万円

１６ 千葉県多古町 多古町犯罪被害者等支援条例 ３０万円

１７ 東京都杉並区 杉並区犯罪被害者等支援条例

１８ 東京都多摩市 多摩市犯罪被害者等支援条例
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（平成２３年４月１日現在）

貸付金の額
傷害 死亡 傷害

３０万円 ３０万円
１００万円 ３０万円
※国で定める犯罪被害者等給付金対象者に対し１００万円を、給
付条件に至らないが故意の犯罪により傷病を負ったものに対し
３０万円を貸し付ける。

全治１か月以上 １０万円 １人２０万円以内 貸付期間１年以内
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
（１）入院期間３か月以上 １０万円
（２）入院期間１か月以上３か月未満 ５万円
（３）前号に掲げる場合以外の場合 ２万円
全治１か月以上 １０万円

全治１か月以上 １０万円 ２０万円以内 償還２年以内 無利子

（１）全治２週間以上１か月未満 ３万円
（２）全治１か月以上２か月未満 １０万円
（３）全治２か月以上３か月未満 １５万円
（４）全治３か月以上 ２０万円
（１）全治２週間以上１か月未満 ３万円
（２）全治１か月以上２か月未満 １０万円
（３）全治２か月以上３か月未満 １５万円
（４）全治３か月以上 ２０万円
重傷者 ５万円
（１）全治２週間以上１か月未満 ３万円
（２）全治１か月以上３か月未満 ５万円
（３）全治３か月以上 １０万円
（１）全治２週間以上１か月未満 ３万円
（２）全治１か月以上３か月未満 ５万円
（３）全治３か月以上 １０万円
（１）全治２週間以上１か月未満 ３万円
（２）全治１か月以上３か月未満 １０万円
（３）全治３か月以上 ２０万円

・貸付額 ３０万円以内
・無利子
・６か月据え置き後償還
１０万円以内は１０か月以内
１０万円を超え２０万円以内は２０か月以内
２０万円を超え３０万円以内は３０か月以内
・貸付額 １０万円以内
・無利子
・６か月据え置き後償還 １５か月以内
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地方公共団体名 制度の根拠
見舞金の額
死亡

１９ 神奈川県秦野市 秦野市災害見舞金等支給要綱 １０万円

２０ 神奈川県座間市 座間市災害見舞金支給条例
（１）２０歳未満の者２０万円
（２）２０歳以上の者３０万円

２１ 神奈川県寒川町 寒川町犯罪被害者等支援条例 ５０万円
２２ 愛知県犬山市 交通災害及び犯罪被害者見舞金支給条例 １５万円
２３ 山梨県韮崎市 韮崎市犯罪被害者支援条例 ５０万円
２４ 滋賀県大津市 大津市犯罪被害者等見舞金支給条例 ３０万円
２５ 滋賀県彦根市 彦根市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
２６ 滋賀県近江八幡市 近江八幡市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
２７ 滋賀県長浜市 長浜市犯罪被害者等見舞金支給要綱 ３０万円
２８ 滋賀県草津市 草津市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
２９ 滋賀県守山市 守山市犯罪被害者支援条例 ３０万円
３０ 滋賀県栗東市 栗東市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
３１ 滋賀県甲賀市 甲賀市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
３２ 滋賀県野洲市 野洲市犯罪被害者支援条例 ３０万円
３３ 滋賀県湖南市 湖南市犯罪被害者支援条例 ３０万円
３４ 滋賀県東近江市 東近江市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
３５ 滋賀県米原市 米原市犯罪被害者等支援条例・施行規則 ３０万円
３６ 滋賀県日野町 日野町犯罪被害者等支援条例 ３０万円

３７ 滋賀県竜王町 竜王町犯罪被害者等支援条例 ３０万円

３８ 滋賀県愛荘町 愛荘町犯罪被害者支援条例 ３０万円
３９ 京都府宇治市 宇治市犯罪被害者等見舞金支給要綱 ３０万円
４０ 京都府宮津市 宮津市犯罪被害者等見舞金支給要綱 ３０万円
４１ 京都府城陽市 城陽市犯罪被害者等見舞金支給要綱 ３０万円
４２ 京都府長岡京市 長岡京市犯罪被害者等見舞金支給要綱 ３０万円
４３ 京都府伊根町 伊根町犯罪被害者等見舞金支給要綱 ３０万円
４４ 京都府与謝野町 与謝野町犯罪被害者等見舞金支給要綱 ３０万円
４５ 京都府久御山町 久御山町犯罪被害者等支援条例 ３０万円
４６ 大阪府高槻市 高槻市災害見舞金等支給条例 １０万円
４７ 大阪府松原市 松原市災害見舞金支給条例 ５万円
４８ 大阪府摂津市 摂津市犯罪被害者等の見舞金の支給に関する条例 ３０万円
４９ 兵庫県宝塚市 宝塚市犯罪被害者支援条例 ３０万円
５０ 兵庫県丹波市 丹波市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
５１ 兵庫県宍粟市 宍粟市災害等見舞金支給規則 １０万円
５２ 兵庫県たつの市 たつの市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
５３ 兵庫県相生市 相生市犯罪被害者等支援条例 ３０万円

５４ 兵庫県明石市 明石市犯罪被害者等の支援に関する条例 ３０万円

５５ 兵庫県姫路市 姫路市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
５６ 兵庫県赤穂市 赤穂市犯罪被害者等支援条例 ３０万円
５７ 兵庫県太子町 太子町犯罪被害者等支援条例 ３０万円
５８ 兵庫県佐用町 佐用町犯罪被害者等支援条例 ３０万円
５９ 岡山県総社市 総社市犯罪被害者等支援金の支給に関する条例 ３０万円
６０ 福岡県宗像市 宗像市犯罪被害者等の支援に関する条例 ３０万円
６１ 熊本県長洲町 犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例 ３０万円
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貸付金の額
傷害 死亡 傷害
重症一人につき ３万円以内
（１）入院の期間が１５日以上３０日未満の場合２万円
（２）入院の期間が３０日以上４５日未満の場合４万円
（３）入院の期間が４５日以上の場合 ６万円
全治１か月以上 １０万円
入院３０日以上 ５万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
３０日以上入院した場合１０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
（１）全治２週間以上１か月未満 ３万円
（２）全治１か月以上３か月未満 １０万円
（３）全治３か月以上 ２０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
支給対象外
支給対象外
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
１０万円（死亡・傷害あわせて３０万円を超えない
範囲）

５０万円を超え
ない範囲

５０万円を超えない範囲

全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円
負傷又は疾病の療養の期間が１か月以上 １０万円
全治１か月以上 １０万円


